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更新申請について
[bookmark: _Hlk226558775]介護保険法の規定により、指定（開設許可）の更新を受けなければ指定（開設許可）の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますので、必ず有効期間満了日までに更新手続きを行ってください。なお、有効期間は指定（開設許可）日から６年を経過する日までとなります。

１　更新制度の対象となる事業所及び介護保険施設
指定地域密着型サービス事業所、指定介護予防地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定介護予防支援事業所

２　手数料
介護保険事業者の「新規・更新」の指定（許可）申請に係る審査手数料の納付について、こちら（https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018719/1022113/1032328/1014047.html）をご確認ください。

[bookmark: _Hlk226554488]３　手続き方法
吹田市から更新についての案内文書を順次送付します。案内に記載されている申請期日までに、必要書類を作成し、原則電子申請にて提出してください。なお、システムでの入力が難しい場合は、郵送で送付してください。

· 電子申請・届出システムの利用には、GビズID（プライム又はメンバー）を取得する必要があります。GビズIDの取得方法等については、こちら（https://gbiz-id.go.jp/top/）を御確認ください













　次のページへ続く



４　更新に必要な書類
サービスの異なる事業所（施設）の更新を行う場合、申請書類はサービスごとに提出が必要です。ただし、居宅サービスと介護予防サービスの更新申請を同時に行うときは、書類は1部で結構です。
· 指定（開設許可）日が異なる場合は、それぞれの指定（開設許可）日ごとに作成してください。

	
	提出書類一覧

	１
	指定更新申請書（様式第二号（二））

	２
	指定に係る記載事項（付表）　※該当するサービスのもの。

	※３
	当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧（参考様式14）
居宅介護支援、介護予防支援事業者、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のみ

	４
	誓約書（参考様式９【共通】）

	５
	従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（申請日の前月分の実績）

	６
	審査手数料納付後の領収証書の写し

	７
	【既にお届けいただいている内容から変更がある場合】変更届及び添付書類 

	８
	【同一所在地で行うサービス事業所の指定(開設許可)有効期限を合わせる場合】申出書



[bookmark: _Hlk226554468]〇　様式
https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018719/1022113/1032343/index.html

５　指定(許可)更新に伴う関係法令
　　　介護保険法第78条の12、第79条の２、第115条の21及び第115条の31
介護保険法等による基準を満たすことのほか、建築基準法、都市計画法、消防法、その他、事業を行うについて遵守すべき関係法令、条例等に適合していることが前提となります。
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